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(注) 指標の区分（考え方）

「手段」によって、「対象がどのように変化したか」を表す「成果指標」の設定が重要。

投入指標 活動指標 成果(結果)指標 成果指標

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（例） ・予算○○万円 ・事業○○回実施 ・参加者○○人 ・自治会加入世帯割合○％(の増加)

・1人当たり公園面積○○㎡(の増加)

久御山町 施策評価シート （令和 N 年度実施）

施策名(節)： コミュニティ・交流 ＜記載例＞
１．施策の基礎情報 <Plan> 担当課 行財政課（・子育て・総務）

章 第８章　地域力を活かした協働のまちづくりを進めます

節 第１節　コミュニティ・交流

施策の実施期間 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度

①自治会活動の促進　②多彩な交流の促進

２．施策の指標 <Do>
H 27 N-2 R 2 N-1 R 7

当初実績 実績値 総計中間目標 実績値 総計目標

５次総計目標 自治会加入世帯の割合（加入率） ％ 54.0(H26) 53.0 58.0 52.4 60.0 

成果指標 自治会設置数 箇所 37 38 39 38 40 

活動指標 町政協力費支給世帯数 世帯 3,623 3,647 3,700 3,608 3,750 

成果(結果)指標 自治会長サロン参加人数 人 20 18 30 18 35 

成果(結果)指標 公会堂等新増改築補助金交付件数 件 3 4 2 0 2 

・・・指標を設定し、この施策では、どのような「手段(事業)」によって「対象」にはたらきかけ、「対象をどのようにしたいか」を明確に。

資源（財・人）投入 活動・事業実施 結　　果 成　　果

３．施策の事務事業費 <Do> （千円）

令和 N-2 年度　決算額 11,980 

令和 N-1 年度　決算額　　（a） 11,867 

令和 N 年度　予算額　　（b） 11,675 

４．施策の評価 <Check>

前年度（ N-1 年度）評価 Ｂ
Ａ： 達成されている。　　B： 概ね達成されている。　　C： あまり達成されていない。
D： 達成されていない。　　＊： 指標が設定できないため一概に評価できない。

＜観点＞
前年度の取組結果（指標）について、前々年度実績値に対する『前年度評価』と、総合計画目標年次（H37）目標値に対する『長期評価』の２つの視
点から、成果目的と指標のそれぞれ達成されている理由、達成されていない理由について記入する。

前年度（ N-1 年度）評価 Ａ
Ａ： 妥当である。　　B： 概ね妥当である。
C： 一部不十分であり見直しの必要がある。　　Ｄ： 不十分であり見直しの必要がある。

＜観点＞ 成果目的・指標の達成度から、事務事業の構成・内容が妥当かどうか、見直しが必要な点などについて記入する。

総合計画上の
位 置 付 け

成　果　目　的
（総合計画基本方針）

　自治会活動に対する住民の意識啓発や自治会への加入促進を図ります。
　各自治会の状況や特色、課題に応じた主体的な活動の活性化を支援します。
　町内外での地域・団体・住民の多彩な交流を促進します。

第５次総合計画
策定時の課題

　本町では、自治会を中心としたコミュニティが地域活動を支えていますが、自治会への加入率は年々
減少し、少子高齢化の進行によるコミュニティ意識の希薄化や役員の成り手不足など組織体制の弱体
化が進んでいます。
　防災・防犯に関する体制整備や、高齢者の見守り活動など、地域における安全・安心のまちづくりや
地域の実情に応じた課題解決に向け、自治会の組織力の強化が必要です。
　小規模な自治会など各自治会が孤立化しないよう自治会同士の交流・連携を図るため、自治会同士
の情報交換やリーダーの交流を進めていく必要があります。

総合計画基本計画（項目）

主な事務事業の
取組内容

　町政協力費の支給、公会堂等敷地借地料補助、自治会長会の開催、自治会長サロンの開催、公会
堂等新増改築補助、簡易児童遊園施設整備等補助など。

施策指標名（算定式） 単位

成果目的
と指標の
達成度

　自治会活動の支援については、自治会要望の対応をはじめ、公会堂等新増改築補助事業などこれまでと同様の支
援を行うとともに、平成27年度は、地方創生の取組の中で自治会加入促進チラシやエリアマップ、回覧板の作成を
行っており、自治会活性化へのさらなる対応を図っている。
　一方、成果指標にある自治会加入世帯割合は、平成２７年度の自治会加入世帯数調査では、平成２７年２月の東島
田自治会の解散などもあり、前年度に比べ46世帯減少の３，６２３世帯で、町全体の世帯数は24世帯増加の６，８１５世
帯であったため、加入率は前年度から０．８ポイント減の５３．２％となった。
　なお、自治会加入率の計算に用いる分母については、現在住民基本台帳の世帯数を使用しているが、国勢調査の
世帯数と比較した場合、約１，０００世帯程度の差があり、より実態に近い国勢調査の世帯数を基に求めると６１．７％と
なり、８．５ポイント向上する結果となっている。

事務事業の
構成・内容
の妥当性

　事務事業における構成等の妥当性については、自治会支援面における事務事業としては、町政協力費をはじめ自
主防災活動支援（防災事業）や公会堂等の新増改築補助などがあり、概ね妥当な構成と考えている。また、昨年度
は、地方創生交付金を活用し、自治会エリアマップや加入促進チラシ、回覧板を作成した。今後はこうしたものも活用
しながら、自治会の活性化につなげていきたい。

前年度決算額・本年度予算額は、「（参考）施策を構成
する事務事業…」の計欄(a)(b)と合致します

総合計画のめざす目標を設定
総合計画にない場合は、「＜当該施策関連 目標未設定＞」を記載
そのほか、成果指標や成果（結果）指標、活動指標を設定

施策の実施期間
特に定められていなければ総合計画の期間
（H28～R7）



５．施策の今後の方向性 <Action>
＜観点＞ 社会情勢や法制度の変化を踏まえ、今後発生が予測される課題について記入する。

＜観点＞ 今後発生が予測される課題への対策や方針について記入する。

　（ 参 考 ）

 施策を構成する事務事業の取組方針等
（千円）

令和 N-1 年度 令和 N 年度

決算額
（人件費含むﾌﾙｺｽﾄ）

予算額 取組方針

5,962 

(6,682)

4,205 

(4,925)

0 

(360)

1,200 

(1,920)

0 

(0)

500 

(1,000)

（a） 11,867 

(14,887)

（注）　「施策を構成する事務事業の取組方針等」の選択肢等について
 ＜区分1＞
　　法定受託： 法定受託事務（法律・政令により市町村等が処理することとされる事務）
　　義務自治： 義務的自治事務（法定受託事務以外の事務で、法令による定めがある事務）
　　任意自治： 任意の自治事務（法令による定めが特になく、条例・要綱・規則等による事務）

 ＜区分2＞
　　政策： 政策的事務事業（投資的事務事業、住民へのアピール度が高い事務事業）
　　経常： 経常的事務事業（主に義務的、経常的に行われている事務事業）
　　施設： 建物施設の整備・維持管理事業　　ｲﾝﾌﾗ： インフラ施設の整備・維持管理事業
＜人件費含むフルコスト（決算額）＞　　事務事業に要した概算の人件費を含めた決算額

今後発生が
予測される

課　　題

　今後、急激な少子化による人口減少や平均寿命の延伸による高齢化が一層進むことが予想されている。本町
においても平成３７年度には高齢化率が３２．５％に達し、３人に１人が６５歳以上の高齢者になることが予想され
ている。特に、旧地域においては、流入者がいないことから顕著にその傾向となることが予想される。このような状
況から地域コミュニティの低下が懸念され、地域コミュニティの低下は、災害時における地域での自主防災活動
や防犯面などにおいて重大な課題となる。また、高齢者の増加による介護者の不足など、今までに経験をしたこ
とのない地域社会の課題が想定される。

施策の方向性

　少子高齢化社会を見据えた、地域扶助（住民同士の相互扶助）のあり方を検討するとともに、今の段階から行
政の役割と住民の役割を明確にするなかで、住民と行政の連携強化を図る必要性がある。また、現時点で課題と
なっている自治会未加入や未組織の地域の住民については、今まで以上に自治会への加入の呼びかけを強化
するとともに、未組織の地域については、できる限り組織設置についての促進をしていくように、本町の『出前講
座』などを活用することで積極的に働きかけていく。特に、自治会加入世帯率の低い久御山団地については、地
域住民とともに自治会組織数のあり方も含めて協議を進めていく。また、他の地域においても自治会エリアマップ
を活用し、未加入世帯を把握することにより、各自治会との協議･調整を行うなかで、未加入世帯に対する加入案
内等のＰＲに取り組む。その他、現在実施している、町政協力費をはじめ公会堂等新増改築補助や自主防災活
動支援補助、簡易児童遊園施設整備等補助などの支援策については、引き続き行っていく。

事務事業名 区分1 区分2
事務事業の概要

（実施計画）

①
自治会活動支援事
業

任意自治 政策

　自治会活動を支援するため、町政
協力費等の支給を行うとともに、新た
に住宅開発等が行われた地域など
で自治会組織を結成する場合の支
援を行う。平成30年度から公会堂等
を所有していない自治会が、公会堂
等として使用するために建物等を借
りた場合、賃借料の一部を補助す
る。

6,379 Ｃ

　自治会エリアマップを活用し、未
加入世帯を把握することにより、
各自治会との協議･調整を行うな
かで、今後、未加入世帯に対する
加入案内等のＰＲに取り組む。ま
た、加入率の分母となる町全体の
世帯数について、今後は国勢調
査の世帯数を活用するなかでより
実態に近い加入率を求めていく
方向で進める。

②
自治会連絡調整事
業

任意自治 政策

　自治会との連携や活動を支援する
ため、自治会長会や自治会長が意
見交換を行う自治会長サロンを開催
する。

4,246 Ｂ

　自治会長サロンにおいて、引き
続き、自治会長相互の意見交換
や困りごとの相談に応じていく。

③
公会堂等新増改築
補助事業

任意自治 政策

　地域住民のコミュニティ活動の拠点
となる公会堂等の新増改築や修繕に
係る経費を支援するため、その事業
に係る事業費に対し補助を行う。

500 Ｂ

　より適正な補助となるよう検討し
ながら、継続して事業を進める。

④
コミュニティ活動支
援事業

任意自治 経常

　地域住民のコミュニティ活動を支援
するため、地域の団体等において取
り組む活動に対し、助言や支援等を
行う。
　また、京都府地域力再生プロジェク
ト支援事業の啓発・調整等を行う。

0 Ｂ

　地域団体を支援する立場から、
(財)自治総合センターのコミュニ
ティ助成事業の周知、交付申請
の受付事務等を行う。

⑤
簡易児童遊園施設
整備等補助事業
（子育て支援課）

任意自治 経常

　自治会が管理している簡易児童遊
園の施設整備や補修を支援するた
め、その事業に係る事業費に対し補
助を行う。

0 Ｂ

　当該事業費に対する補助は継
続していく。

⑥
国際交流推進事業
（総務課）

任意自治 政策

　文化・スポーツの交流を通じて、国
際性豊かな人づくりを推進するため、
団体及び個人への支援を行う。 550 Ｃ

決算額・予算額　計 11,675 （b）

　＜取組方針＞
　　新： 新規事業
　　Ａ： 拡充（予算や人員等を拡充し、事業を拡大）
　　Ｂ： 現状維持（事業内容や規模を前年度と同じレベルで実施）
　　Ｃ： 見直しのうえ継続（手法や予算を部分的に見直すが、目標成果は維持）
　　Ｄ： 縮小（予算含め、事業内容や規模を縮小）
　　Ｅ： 統合（今後、他事務事業と統合）
　　Ｆ： 終了・休止・廃止


